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船舶事故調査報告書 

 

                            令和４年１２月２１日      

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年１２月２０日 ０４時２６分ごろ 

発生場所 三重県鳥羽市神島東方沖 

 神島灯台から真方位０９３°２.４海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°３２.８′ 東経１３７°０２.１′） 

事故の概要 自動車運搬船BOSPORUS
ボ ス ポ ラ ス

 HIGHWAY
ハ イ ウ ェ イ

は、西北西進中、また、漁船 橘
たちばな

丸

は、南東進中、両船が衝突した。 

BOSPORUS HIGHWAY は、左舷船首部外板に擦過傷を生じ、また、橘丸

は、左舷船首部外板に凹損等を生じた。 

事故調査の経過 令和４月１月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 自動車運搬船 BOSPORUS HIGHWAY、５９,４４０トン  

９５１９１０７（ＩＭО番号）、9107 STRAIT LINE S.A.（パナ

マ共和国、船舶所有者）、ケイラインローローバルクシップマ

ネージメント株式会社（船舶管理会社） 

１９９.９７ｍ×３２.２６ｍ×１４.７０ｍ（第５車両甲板）、

鋼 

ディーゼル機関、１３,２６０kＷ、２００９年４月 

Ｂ 漁船 橘丸、１４トン 

ＡＣ２－４２２７（漁船登録番号）、個人所有 

１７.４５ｍ（Lr）×４.３０ｍ×１.５８ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、漁船法馬力数１６０、昭和６３年１０月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（ブルガリア共和国） ３９歳 

締約国資格受有者承認証 船長（パナマ共和国発給） 

交付年月日 ２０１９年２月２６日 

（２０２４年１月１７日まで有効） 

  水先人Ａ ５６歳 

   伊勢三河湾水先区一級水先人水先免状 

― 免 許 年 月 日 平成２２年３月２６日 

―   免状交付年月日 令和２年３月４日 

―   有効期間満了日 令和７年３月２５日 
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Ｂ 船長Ｂ ５６歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成元年３月２９日 

    免許証交付日 令和元年５月１０日 

           （令和６年５月１１日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷船首部外板に凹損、左舷船首部から船尾部にかけて擦過傷、

船尾甲板のデリックに曲損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約１.２ｍ 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長ほか２２人（ブルガリア共和国籍３人、ウクライナ国

籍４人、フィリピン共和国籍１５人）が乗り組み、車両８１４台を積

載し、船首尾共に約８.２ｍの喫水で、令和３年１２月１９日１３時

０６分ごろ次の積荷役港である愛知県三河港（豊橋）神野
じ ん の

ふ頭７号岸

壁に向け、千葉県千葉港を出港した。 

Ａ船は、法定灯火を表示して航行中、１２月２０日０３時５３分ご

ろ伊良湖水道南口東南東方約５Ｍ沖で水先人Ａが乗船し、船長Ａから

本船の針路、速力及び主要目等の情報を申し継ぎ、伊良湖水道航路に

向け針路真方位２９０°で西北西進を開始した。 

本船は、船橋において、水先人Ａが水先業務に当たり、船長がレー

ダー監視に当たりながら操船指揮をとり、航海士が見張り及びテレグ

ラフで主機の操作及び操舵手（以下「操舵手Ａ」という。）が操舵ス

タンドで操舵にそれぞれ当たっていた。 

 水先人Ａは、約１２ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）

で西北西進中、０４時１５分ごろ、目視により右舷船首方約３Ｍに南

東進するＢ船を認め、Ｂ船が表示する左舷灯及びマスト灯が全長５０

ｍ未満の航行中の動力船であることを確認し、その後、伊良湖水道航

路南口に針路を向ける針路で航行を続けた。 

 船長Ａは、０４時２４分ごろ、レーダーでＢ船の映像を右舷船首方

約１２°距離約０.８３Ｍ（１,５４０ｍ）に認め、最接近距離（ＣＰ

Ａ）が約０.０３Ｍ（５５ｍ）であることを確認したものの、水先人

Ａには伝えていなかった。 

 水先人Ａは、両船の速度、針路を考慮して、Ｂ船が針路及び速力を

維持するものと思い、Ｂ船との距離が約０.５Ｍで右舵を取ることに

より十分Ｂ船を避航できると判断した。 

水先人Ａは、Ｂ船に注意を向けながら、Ａ船がそのままの針路及び

速力で航行していたところ、０４時２５分ごろ、Ｂ船との距離が約

０.５Ｍとなった時点で汽笛長音１声を吹鳴し、注意喚起を行ったと

ころ、Ｂ船が針路を変えず、そのまま同じ針路及び速力で、左舷灯と
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マスト灯を見せたまま右舷船首方約１２°の角度で右から左への横切

りの関係で接近する状況を認めた。 

水先人Ａは、０４時２５分３０秒ごろ、Ｂ船を左舷対左舷で安全な

距離で避航する目的で、操舵手Ａに右舵２０°を取るよう指示した

後、舵角が足りないと思い、すぐに右舵一杯を指示した。 

水先人Ａは、Ａ船が右回頭中、Ｂ船の灯火がＡ船の正船首よりも左

方にかわり、Ａ船がＢ船と左舷対左舷で航過できると思ったところ、

０４時２６分ごろ、Ｂ船が突然左転してＡ船の左舷船首部に向かって

突っ込む態勢で接近して来るのを認め、すぐに汽笛長音１声を４回吹

鳴した。 

水先人Ａは、Ｂ船の灯火が約１２０ｍの距離でＡ船船首部の死角に

隠れて見えなくなったので、すぐ左転してＢ船をプロペラに巻き込ま

ないように反転動作を取る目的で左舵一杯を指示し、左回頭した。 

水先人Ａは、左舷ウイング端までＢ船の状態を見に行った船長Ａか

らＢ船と衝突していない旨の報告を受けたので、自身も左舷後方にＢ

船の船尾灯を認め、レーダーでＢ船が約１１kn の速力で南航する状況

を確認した。 

水先人Ａは、Ｂ船と衝突しなかったと思ってそのまま航行を続け、

伊良湖水道航路を出航し、中山水道に差し掛かった頃に海上保安庁か

ら呼出しがあり、漁船と衝突したかどうかについての問合せを受けた

後、同庁からの指示により神野ふ頭７号岸壁に向かい、０７時１８分

ごろ同岸壁に着岸した。 

 Ｂ船は、船長Ｂ及び漁労長Ｂが乗り組み、メヒカリ漁の目的で、０

２時４０分ごろ渥美
あ つ み

半島南東方沖の漁場に向けて愛知県蒲郡
がまごおり

市形原

漁港を出港した。 

 Ｂ船は、形原漁港の港外に出た後、漁労長Ｂが船長Ｂに操船を交代

し、仮眠を取り、船長Ｂが操舵室で操舵スタンド前の席に座り、約１

１～１２kn の速力で伊良湖岬南方沖を南東進中、０４時２０分ごろ左

舷船首方約２０°にＡ船の右舷灯及びマスト灯を認め、レーダーで距

離約２Ｍであることを確認した。 

 船長Ｂは、まだＡ船と距離があり、Ａ船が横切り船なので、避航船

であるＡ船が右舵を取って左舷灯を表示し、左舷対左舷で避航してく

れると思っていたところ、Ａ船の右舷灯がＢ船の正船首方に近くな

り、Ａ船が針路を変更しないように見えたので、Ａ船を右舷対右舷で

安全に避航しようと思い、自動操舵装置のパネルを操作して針路を左

に向けた。 

Ｂ船は、船長Ｂが、Ａ船の右舷灯のほかに左舷灯を認めたとき、Ａ

船までの距離が至近であり、Ａ船の汽笛を聞いたので、反対に舵を切

らないといけないと思い、慌てて自動操舵装置のパネルで針路を右に

向けたものの、０４時２６分ごろ、Ｂ船の左舷船首部とＡ船の左舷船
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首部とが衝突した。 

 船長Ｂは、Ａ船がそのまま航行を続けるのを認め、Ｂ船が自力航行

可能であるので、Ａ船を追い掛けようとしたが、危険であるので断念

し、海上保安庁の巡視船に電話で通報し、同庁の指示によりＢ船を伊

良湖港に帰港させた。 

（付表１ 本事故の経過表、付図１ 航行経路図、付表１ Ａ船のＡ

ＩＳ記録（抜粋）、付表２ Ｂ船のＧＰＳプロッター記録（抜粋）、

写真１ Ａ船、写真２ Ａ船の損傷状況、写真３ Ｂ船の損傷状況 

参照） 

 その他の事項 水先人Ａは、平成２３年（２０１１年）１月から約１１年間伊勢三

河湾水先区水先人として水先業に従事しており、本船と同型の自動車

運搬船に何回か乗船していた。 

Ａ船の左舷灯は、他船の船首方向１８０ｍ以内では視認できず、左

舷側にかわすと至近距離からでも視認できる位置にあった。 

 船長Ｂは、Ａ船が幅の広い大型船であったので、Ａ船の左舷灯が見

えにくく、船首をかわしてＡ船の左舷灯が見えたとき、Ａ船に近づき

過ぎており、また、外が寒いから窓を閉めていたので、Ａ船と至近に

接近するまでＡ船の汽笛が聞こえなかったと本事故後思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、神島東方沖を西北西進中、水先人Ａが、右舷船首方に伊良

湖水道航路南口北東方沖付近を南東進するＢ船を認めた際、Ｂ船との

距離が約０.５Ｍで右舵を取ることにより十分Ｂ船を左舷対左舷で避

航できると判断し、針路及び速力を維持して航行を続けたことから、

Ｂ船との距離が０.５Ｍになった際、右舵一杯を取って汽笛により注

意喚起を行った後、突然左転したＢ船を避航できず、Ｂ船と衝突した

ものと考えられる。 

 水先人Ａは、両船の速度、針路を考慮して、Ｂ船が針路及び速力を

維持するものと思い、Ｂ船との距離が約０.５Ｍで右舵を取ることに

より十分Ｂ船を避航できると判断したものと考えられる。 

 Ｂ船は、神島東方沖を南東進中、船長Ｂが、左舷船首方にＡ船の右

舷灯を認めたのち、Ａ船の右舷灯がＢ船の正船首方に近くなり、Ａ船

が針路を変更しないように見え、Ａ船を右舷対右舷で避航しようと針

路を左に向けたことから、Ａ船に向かう針路となり、Ａ船と衝突した

ものと考えられる。 

 船長Ｂは、Ａ船が幅の広い大型船であり、Ａ船が至近に接近するま

でＡ船の左舷灯が視認できなかったことから、Ａ船と右舷対右舷で避

航する見合い関係であると思い込んだものと考えられる。 
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 Ｂ船は、Ａ船の左舷灯が正船首方近くでは見えず、Ａ船の左舷側で

は至近でも視認できることから、船長ＢがＡ船の左舷灯を視認したと

きには、Ａ船の船首至近をかわして左舷船首方に至っていたものと考

えられる。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、Ａ船の左舷灯が見え始めたのち、Ａ船の汽笛を

聞き、針路を右に向けたことから、両船の船首が正対するのを避けた

ものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、神島東方沖において、Ａ船が西北西進中、Ｂ船が

南東進中、水先人Ａが、Ｂ船との距離が約０.５Ｍで右舵を取ること

により十分Ｂ船を左舷対左舷で避航できると判断し、針路及び速力を

維持して航行を続け、また、船長Ｂが、Ａ船の右舷灯がＢ船の正船首

方に近くなり、Ａ船が針路を変更しないように見え、Ａ船を右舷対右

舷で避航しようと針路を左に向けたため、両船が向き合う針路とな

り、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・水先人は、漁船が予測できない方向に針路を変える場合があるの

で、十分注意し、できるだけ早い段階で十分距離をとって漁船を

避航するか、又は主機を使用して減速するなど、衝突を避けるた

めの措置を採ること。 

・漁船の船長は、航路の入口付近では、常時航行する大型船と行き

会う等の状況となるので、舷灯の見え方のみによって見合い関係

を判断することなく、レーダー等を十分活用するなどし、接近す

る同船との距離、動静を適切に把握して早期に危険回避措置を採

ること。 
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付表１ 本事故の経過表 

時  刻 

（時：分） 

Ａ   船 Ｂ   船 

１２月２１日 

０２時４０分ごろ 

 形原漁港出港 

 

０３時５３分ごろ 

伊良湖水道航路南口東南東方沖で水先

人Ａが乗船、船長Ａから申継ぎ 

 

０３時５５分ごろ 増速開始  

０３時５８分ごろ 全速力前進（速力約１２kn に増速） 

針路３００° 
 

０４時１５分ごろ 水先人Ａは右舷船首方約３Ｍに南東進

するＢ船の左舷灯及びマスト灯を視認 

そのままの針路・速力で航路に向かう 

 

０４時２０分ごろ 

 

  速力約１１～１２knで南東

進中、左舷船首方約２０°、

約２ＭにＡ船をレーダーで確

認、右舷灯及びマスト灯を視

認 

０４時２４分ごろ 船長Ａは右舷船首方約１２°、約０.８

３Мに南東進するＢ船をレーダーで確認 

ＣＰＡ約０.０３Ｍ 

 

０４時２５分ごろ 水先人Ａは、Ｂ船が約０.５Ｍまで接近

したことを確認し、注意喚起の目的で汽

笛長音１声を吹鳴 

Ｂ船の左舷灯とマスト灯を確認 

 

０４時２５分３０秒 

ごろ 

 水先人Ａは、右舵２０°→右舵一杯を

指示 

注意喚起の目的で汽笛長音１声を吹鳴 

 

  水先人Ａは、回頭中、Ｂ船の灯火が船

首方より左舷側にかわったことを確認 

船長Ｂは、Ａ船の右舷側を

航行しようと左舵を取った。 

０４時２６分ごろ 水先人Ａは，Ｂ船が左転して、左舷船

首に向かってくるのを認め、接近してい

ることの注意喚起の目的で、汽笛長音１

声を４回吹鳴した。 

船長Ｂは、Ａ船の左舷灯を

認め、汽笛を聞いたのでＡ船

が接近しており、衝突の危険

を避けるため右舵を取った。 

０４時２６分３０秒 

ごろ 

Ｂ船まで約１５０ｍで死角になり、Ｂ

船の灯火が見えなくなり、水先人Ａは、

左舵一杯を指示 

左舷船首部とＡ船の左舷船

首部とが衝突 

 

 水先人Ａは、左舷ウイングで確認した

船長Ａから衝突をしていない旨の報告を

受け、Ｂ船が約１１knで南進するのを 

レーダーで確認し、衝突はしなかったと

思った。 
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０４時３５分ごろ  海上保安庁に本事故の発生

を通報 

０４時４５分ごろ  伊良湖水道航路を出域  

０７時１８分ごろ  神野ふ頭７号岸壁に着岸  
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付図１ 航行経路図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図２ 航行経路図（拡大） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蒲郡市形原漁港 

神島灯台 

Ａ船の航跡 

事故発生場所 

（令和３年１２月２０日 

 ０４時２６分ごろ発生） 

Ａ船の航跡 

Ｂ船の航跡 

伊良湖岬 

伊良湖水道航路 

付図２ 

神島 

伊良湖水道航路第２灯浮標 

04:24:00 

04:25:00 

04:24:30 

04:25:30 

Ｂ船の航跡 

04:25:00 

Ａ船の航跡 

Ｂ船の航跡 

04:24:00 

愛知県 
蒲郡市 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻 

（時：分：秒） 

船 位※ 
対地針路※ 

（°） 

船首方位※ 

（°） 

対地速力 

（kn） 
北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

03:50:02 34-29-16.6 137-07-50.5 302 300  8.7 

03:53:02 34-29-35.5 137-07-41.1 014 010  7.0 

03:56:02 34-29-57.2 137-07-43.4 351 342  7.0 

04:00:02 34-30-17.5 137-07-20.5 300 300  8.4 

04:10:02 34-31-11.8 137-05-33.7 302 300 11.3 

04:20:01 34-32-09.8 137-03-30.2 295 295 12.0 

04:25:03 34-32-36.8 137-02-23.4 296 295 12.2 

04:25:32 34-32-39.4 137-02-17.2 298 298 12.1 

04:25:49 34-32-41.2 137-02-13.9 305 309 11.5 

04:25:56 34-32-42.1 137-02-12.7 309 314 11.3 

04:26:03 34-32-43.0 137-02-11.6 312 317 11.0 

04:26:15 34-32-44.9 137-02-09.5 315 318 10.7 

04:26:29 34-32-46.5 137-02-07.6 315 315 10.6 

04:26:36 34-32-47.3 137-02-06.5 313 312 10.6 

04:26:49 34-32-48.7 137-02-04.3 309 305 10.4 

04:26:59 34-32-49.7 137-02-02.6 305 301 10.3 

04:27:29 34-32-52.1 137-01-57.3 298 293 10.3 

※船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置であり、ＧＰＳアンテナの位置情報は、

船首から２０ｍ、船尾から１７９ｍ、左舷から２４ｍ、右舷から８ｍであった。 

また、対地針路及び船首方位は真方位である。 
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付表２ Ｂ船のＧＰＳプロッター記録（抜粋） 

（プロットの間隔は１５秒ごと） 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※船位は、操舵室上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時 刻 

（時:分:秒） 

船   位 ※ 

北  緯 東  経 

(°-′-″) (°-′-″) 

02:30:12 34-47-32.1 137-11-26.0 

02:45:12 34-46-55.6 137-11-33.1 

03:00:00 34-44-50.3 137-09-44.8 

03:15:13 34-42-50.5 137-07-18.7 

03:30:13 34-40-58.0 137-04-55.0 

03:45:13 34-39-02.3 137-02-56.4 

04:00:00 34-36-46.6 137-01-31.3 

04:15:13 34-34-13.8 137-00-47.8 

04:20:13 34-33-31.0 137-01-24.6 

04:22:13 34-33-14.3 137-01-39.8 

04:24:13 34-32-56.5 137-01-54.5 

04:25:13 34-32-47.8 137-02-03.0 

04:25:58 34-32-43.0 137-02-10.9 

04:26:28 34-32-39.0 137-02-11.2 

04:26:58 34-32-37.4 137-02-12.5 

04:28:13 34-32-35.2 137-02-15.1 
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写真１ Ａ船 

 
 

写真２ Ａ船の損傷状況 

 

写真２ Ｂ船の損傷状況 

 

左舷船首部外板の擦過傷の場所 


